
 
ＢＣＴ企業及び団体受験要項 

 
本要項は、企業及び大学・語学スクール等がその所属員のためにＢＣＴを受験する為の規

程をまとめたものである。 
 
条件 ①企業・及び大学・語学スクール等の団体が、一定数（10名以上）の受験を行う事 
   ②団体の施設又はその団体で利用する施設で受験する事 
   ③団体が日本ＢＣＴ事務局との試験実施の委託契約を結び、運用を団体自ら実施す

る事 
   ④団体として受験料を支払う能力がある事 
   ⑤日本ＢＣＴ事務局が団体受験を承認する事。 
開催日 
   原則  一般開催日当日 
   ただし団体受験は、開催予定日の 3日前より団体要請の時間帯での受験が可能です。

事前に日本ＢＣＴ事務局に承認を受ける事が必要です。 
開催主体 
   日本ＢＣＴ事務局の委託を受けた各団体責任者 
開催運用 
 運用委託    日本ＢＣＴ事務局の委託を受けた各団体 
 厳正運営の確保 委託契約の規程の遵守と、日本ＢＣＴ事務局の監督官派遣を原則とす

る。 
 柔軟な姿勢   受験実施日時関しての団体要望に対応する。 
 費用割引    団体受験割引として通常受験料の 2割引とする。（学生の場合は更に学

生割引金額を適用とする。） 
 
国家認定についての考え 
  ＢＣＴ自体は、中国政府教育部国家漢弁室の行う政府認定のビジネス中国語試験であ

り厳正な管理の下実施運用されるべき性質のもので、認定資格として各級の認定証書（2
級以上）を授与しています。その為、厳正さを要求されている側面を持ち合わせていま

す。 
 
日本ＢＣＴ事務局の考え 
  ＢＣＴ試験は、中国語の TOEICに当たる位置づけとしてのポジションを固めて行く様
進めて行く事を考えております。その為には、英語の TOEICと同様な対応が必要だとの
考えを持って中国政府教育部との調整をしてゆく所存です。この点に関しては随時改定



をし、要項に盛り込んでゆければと考えております。 
  現時点は級の認定ですが、個人に対しての成績票が添付されてきます。級にこだわら

ずその成績点数で個人の能力測定を団体としての独自の観点から付ける事も可能です。 
  ＢＣＴ試験は始まって間もない事も有り、各団体様のご意見を活かしながらより中国

語検定の標準へと進化を進めて参りたいと考えております。各団体様のご協力を今後も

宜しくお願い申し上げます。 
                           日本ＢＣＴ事務局 
                           セリングビジョン株式会社 


